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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名

○長崎県財務規則の一部を改正する規則� 会 計 課

　長崎県財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和７年３月31日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

長崎県規則第23号

　　　長崎県財務規則の一部を改正する規則

　長崎県財務規則（昭和39年長崎県規則第23号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（随意契約の限度額）

第�105条の２　令第167条の２第１項第１号の規則で定める額

は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に

定める額とする。

１　工事又は製造の請負 4,000,000円

２　財産の買入れ 3,000,000円

３　物件の借入れ 1,500,000円

４　財産の売払い 1,000,000円

５　物件の貸付け 500,000円

６　前各号に掲げるもの以外のもの 2,000,000円

　（随意契約の限度額）

第�105条の２　令第167条の２第１項第１号の規則で定める額

は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に

定める額とする。

１　工事又は製造の請負 2,500,000円

２　財産の買入れ 1,600,000円

３　物件の借入れ 800,000円

４　財産の売払い 500,000円

５　物件の貸付け 300,000円

６　前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則
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